
 

 

き合わせてあげたり、意図的に社

内での“かかわり先”をデザイン

したりすることで、孤立・孤独感

の解消や軽減、相談相手や情報入

手先の仲介役などの創出にもつな

がり、心身の健康面だけでなく、

成果にも結び付くことが期待でき

ます。マネジャーの、職場内での

相互学習を促す場や雰囲気づく

り、多様な人材を経由して間接的

に支援する“かかわり方”も、有

効である可能性が高いと言えま

す。 

 

調査結果で明らかになった「高

年齢者の雇用確保」の課題 
◆「改正高年法対応」の実態と影響 
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサル

ティング株式会社が行った調査に

よると、回答した 342 社のうち

92.4%が高年齢者雇用確保措置と

して「再雇用」を選択しており、

「勤務延長」「定年延長」「定年廃

止」を選択する会社は少数でした。 

調査では高年齢者の勤務形態や

担当職務、処遇についても質問し

ていますが、勤務形態は 68.2％が

「フルタイム」、担当職務は 56.4%

が「ケースバイケース」とする一

方、36.8%が「原則として定年前

と同じ」でした。再雇用後初年度

の給与水準は、58.4％が「定年前

の５～８割」、63.8％が「２年度目

以降も同水準」としていました。 

なお、改正高年齢者雇用安定法

への対応の影響として 34.2%が

「若手の採用抑制」を挙げ、22.2％

が「若手・中堅の賃金抑制」を挙

げています。 

◆規模が小さい会社ほど若年者の

採用に影響 
東京都が 2012 年９～11 月に行っ

た調査によると、「高齢者の雇用

確保が若年者の雇用に悪影響を及

ぼす」と回答した割合は、60 代で

25.1%に対し、20代では 42.1%と、

世代間でギャップを生じました。 

また、「若年者の採用を抑制せ

ざるを得ない」と回答した企業の

割合が、従業員数 1,000 人以上で

は 25.6％に対し、従業員数 100～

299 人では 40.2％と、規模の小さ

い会社ほど若年者の採用への影響

が大きいことがわかりました。 

◆サラリーマンの４割は「老後難

民」予備軍!? 
フィデリティ退職・投資教育研

究所が 20～50 代の男女（1 万

1,507 人）に行った調査によると、

定年後の生活資金に必要な金額の

平均は 3,016 万円でしたが、この

金額を「準備できる」と回答した

のは9.5％で、「少し足りないまで

は準備できる」との回答も 25.0％

でした。準備できている額の平均

は 627.6 万円で、「0 円」との回答

は 40.3%あり、定年に最も近い 50

代男性でも 28.2％が「0 円」と回

答しています。 

 

会社の30年後は？ 重要

性を増す「介護休業制度」 
◆働き手は 23％減、高齢者は５割増 
国土交通省が発表した「首都圏

白書」よれば、2040 年時点におけ

る東京圏（東京、千葉、埼玉、神

奈川）の生産年齢人口（15～64

歳）が、2010 年と比較して 23％

減少し、高齢者人口は５割増にな

る見通しだということです。また、

この変化に伴い、空き家の増加や

介護施設の不足、郊外住宅地の高

齢化、公共交通網の維持などが社

会的には大きな問題になると予想

されています。実際に、近畿や中

京圏ではその影響が出始めている

ようです。 

◆会社の 30年後は？ 
働き手の減少や高齢化に伴っ

て、会社の経営上も様々な問題が

生じてくるでしょう。高齢化に伴

い、若手の人材難となり、高齢社

員や子育て等で一旦職を離れた主

婦層をなんとかして戦力に取り込

む必要が出てくるでしょう。 

また、高齢化する社員のモチベ

ーション維持・アップ、介護によ

る離職を防ぐための介護休業制度

の整備・実施、短時間勤務等の労

働時間の見直しなどが、高い確率

で必要となってきます。また、業

種によっては外国人雇用について

今以上に検討する必要が出てくる

かもしれません。 

◆重要性を増す介護休業制度 
2025 年には、団塊の世代のすべ

ての人が 75 歳以上となります。

「いつまでも元気でいてほしい」

とは思うものの、これからより多

くの人が介護を必要とする状況に

なっていくことは避けられませ

ん。そうすると、介護を行う人は

子ども世代に当たる 50 代である

ことが多く、管理職や業務のスペ

シャリストの立場にある基幹社員

である場合が多いことになりま

す。 

そうした社員が親の介護に伴っ

ていきなり離職してしまうという

事態は、会社にとってリスクとな

ってしまいます。介護休業の規定

は作ったけれども、実際の運用は

きちんとできていない会社が多い

そうです。会社経営のこととして、

「人財」の確保策として、自社の

制度の見直しに着手してみてはい

かがでしょうか。 

歳以降の職業生活を見据えて自分

自身のキャリアを形成する努力を

してもらわなければなりません。 

この点については、研修等によ

り、意識の醸成を行うことなどが

求められるでしょう。 

 

「報われている感」が 

若手・中堅社員のメンタ

ルヘルス不全を予防する 
◆職場における「報われない感」

とメンタルヘルスの関連性 
株式会社富士ゼロックス総合教

育研究所の竹内理恵さんによる

と、職場における「報われない」

とは「期待役割以上の仕事量や責

任が与えられて果たせた、あるい

は目標設定以上の仕事を達成でき

たにもかかわらず、それ相応の評

価がされなかったり、頑張りが認

められないなど」「使用者、つまり

企業・組織側の求める期待役割に

対する成果等を労働契約に沿って

労働者が提供しても報われない場

合」としています。 

そして、「少数精鋭で業務を遂

行する企業・組織が増えている中、

周囲に聞きづらい場合があるかも

しれません。しかし、１人で抱え

込み、アウトプットが出せず、会

社の期待役割に応えることができ

ない結果、『報われない感』を積み

重ね，健康障害に至ることを考え

れば、周りに配慮しつつも、自ら

意識的に相談すること」「同時に、

個人が意識的に周囲とコミュニケ

ーションが取れるような、企業・

組織または職場単位での“かかわ

り”をデザインする工夫も大切」

と指摘しています。 

◆メンタル不全を発生させない

“かかわり”のデザインとは？ 
同社の「人材開発白書」によれ

ば、若手・中堅社員は「業務支援」

「内省支援」「精神的支援」の３

つの“かかわり”を得ているとき

に成長感やモチベーションを抱

くそうです。 

業務に必要な知識やスキルを

与えてもらったり、仕事の手助け

をしてくれる等が「業務支援」、

自分自身を振り返る機会を与え

てくれたり、自己を変容するきっ

かけを与えてくれる等が「内省支

援」で、精神的な安らぎを与えて

くれる等が「精神的支援」です。 

特に、高い成長を実感している

若手・中堅社員は「内省支援」を

多く得ているそうです。 

◆マネジャーの支援がカギを握る 
マネジャーや職場で影響力の

ある人物からのフィードバック

の際に、言葉や態度・表情などが

キツいと、受ける側が落ち込み、

自信を失い、自分の居場所がなく

なると感じる等の悪影響がある

だけでなく、周囲の人間にも波紋

が広がるおそれがあります。 

そのため、成果が出せなかった

り失敗したりしても、努力や懸命

さ、背景や状況などを考慮した

り、今後に目を向けたりする「内

省支援」を意識した“かかわり”

によって支援する姿勢が求めら

れます。 

また、若手・中堅社員のために

なりそうな他部門の上位者を引

若者へのキャリア形成教育 

～いざ高齢者になった時

を見越した対応が必要～ 
◆“活躍できる高齢者”に育てる

ことが肝要 
高年齢者雇用安定法の改正（今

年４月１日施行）により、希望者

全員を 65 歳まで継続雇用するこ

とが義務付けられ、企業にとって

は、高齢者を積極的に活用してい

くことが戦略上の重要な課題とな

っています。 

しかし、今会社にいる高齢者を

どのように活用すればよいのかを

考えるだけでは、問題の本質的な

解決にはつながりません。 

今後は、「現在の若手社員に対

して教育を行い、高齢になった時

に活躍できる存在に育て上げる」

ことが求められます。そのために、

若年層に対するキャリア形成教育

がますます大切になってくると考

えられます。 

◆企業に求められること 
キャリア形成教育は、若いうち

から始めることが肝要です。 

20 代・30 代といったごく若手

の年代から、40 代、さらには 50

代まで、それぞれの年代に応じた

教育システムを構築することがで

きれば、各社員の能力向上におお

いに役立てることができます。 

例えば、それぞれの年代にふさ

わしい目標を立てさせて仕事に取

り組ませ、フィードバックするこ

となどが考えられます。 

◆社員に求めるべきこと 
一方で、社員個人としても、60
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